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　電気用品安全法に関する解釈について　　　　　　　　　　　　　　電力安全課

商品名等
（電気用品名等）

異種線心複合ケーブル 日付
平成14年10月15日

１　内容
○用途、機能、性能
　導体の太さ又は断面積が３つに区分されている多心のケーブルとキャブタイヤケーブ
ルにおいて、異なった区分の導体サイズを使用した異種線心複合ケーブル。

○構造、仕様、意匠
　

　

ビニル外装
ビニル絶縁線心（銅導体､１４ｍｍ２）

ビニル絶縁線心（銅導体､２．５ｍｍ２）

ビニル絶縁線心（銅導体､３８ｍｍ２）
介在

○ 主な使用者、販売先
事務所、ビル、工場等

２　解釈
○内容
　２２mm２以下の線心を含む異種線心複合ケーブルは特定電気用品として取り扱う。

　また、ケーブルの型式は線心ごとに区分し、全体では１の電気用品として取扱う。

○ 理由
特定電気用品と特定電気用品以外の電気用品の複合品は安全性確保のため、特定電気用品

として取り扱う。


